
次のとおり入札を執行するので、下記により入札参加者を公募する

1 発注番号

2 公募日

3 契約担当者 能代市長　　齊　藤　滋　宣

4 件名

5 業務場所 ９０箇所

設置完了期限

撤去完了期限

選挙管理委員会事務局

　　　電　話　番　号 0185-89-1760

　　　ファクシミリ番号 0185-89-1783

8 物品又は委託の種別 委託（総額入札）

選挙ポスター掲示場の設置保守撤去等

（１）

（２）

（３）

（４）

11 入札に関する注意事項

(金) 午後1時50分

13 入札の場所

（１） 応募型指名競争入札基本事項のとおり

6

14 その他

本市の指名停止措置を受けていないこと

能代市役所第１庁舎１階　契約検査課入札室

12

入札までのスケジュールは別紙のとおり

入札金額は総額とする

令和7年7月2日

能代市物品等応募型指名競争入札の参加者の募集について

7 当該業務の主管課

 入札に参加する者に必要な要件は、応募型指名競争入札基本事項１のほか、
次の要件を満たす者であること

令和6・7年能代市物品等指名競争入札等参加資格者名簿に「市内物品
等業者」で登載されている者であること

第2－76号

令和7年6月9日

9

参議院秋田県選出議員選挙ポスター掲示場設置保守撤去等業務委託（第３工区）

10

主な仕様（概要）

令和7年7月25日

令和6・7年能代市物品等指名競争入札等参加資格申請において「①指
名競争入札及び随意契約」で申請している者であること

※設計、仕様等の詳細については、公募文とともに全てホームページに掲載しています

入札予定日

能代市内に契約の締結できる営業所を有していること

令和7年6月20日

入札参加資格要件



入札スケジュール 件 名 ：

手続等 手続きの方法等

(月) 正午から

(水) 午後５時まで（閉庁日を除く）

(月) 正午から 基本事項２のとおり

(水) 午後５時まで（閉庁日を除く） 提出先：業務主管課

(月) 正午から

(金) 午後５時まで（閉庁日を除く）

4
設計図書等に対する質問
への回答 (金) 午前９時までに回答書を作成し、供覧 基本事項２のとおり

5 指名通知・非指名通知 (火) 基本事項４のとおり

(金) 午後1時50分

会場： 能代市役所第１庁舎１階　契約検査課入札室

6 入札予定 基本事項５のとおり

令和 7年 6月 9日

令和 7年 6月 20日

令和 7年 6月 13日

令和 7年 6月 9日

3 申込書類の受付

令和 7年 6月 11日

令和 7年 6月 13日

基本事項２のとおり

令和 7年 6月 11日

令和 7年 6月 17日

基本事項３のとおり

参議院秋田県選出議員選挙ポスター掲示場設置保守撤去等業務委託（第３工区）

2
設計図書等に対する質問
の受付

設計図書等の閲覧・貸出

令和 7年 6月 9日

期間・期日・期限等

1



様式第１号（第６条関係）

能代市長　　　齊　　藤　　滋　　宣　　　様

申込者

（名簿登載番号　　　　　　　　　　　　　　　）

電 話 番 号

     次の物品及び委託等に係る応募型指名競争入札に参加したいので、申し込みます。

なお、公募に示された入札に参加する者に必要な要件（指名停止を受けていないこと等）

第2－76号

を満たし、地方自治法施行令第１６７条の４（ただし、第２項は他の地方公共団体に限る）

物品及び委託等用

物品等応募型指名競争入札参加申込書

住 所

商号又は名称

令和　　　年　　　月　　　日

　に該当しないこと及び提出書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

代 表 者 氏 名

物 品 （ 業 務 ） 名

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

参議院秋田県選出議員選挙ポスター掲示場設置保守撤去等業務委託
（第３工区）

担 当 者 名

本 入 札 に 関 す る

連 絡 先

発 注 番 号



　

令和　　年　　月　　日

　能代市長　　齊 藤 滋 宣　　様

印

　下記のとおり能代市財務規則に基づいて入札します。

入 札 金 額 ￥

入 札 保 証 金 能代市財務規則第１１２条第１項第３号により免除

備 考

　　　　　入　札　書（第　　回）

住 所

商号又は名称

代表者氏 名

記

委 託 名
参議院秋田県選出議員選挙ポスター掲示場設置保守撤去等業務委託
（第３工区）



 

 

応募型指名競争入札基本事項（物品・委託等） 

 

 

１ 入札に参加する者に必要な要件 

 （１）本市の能代市物品等指名競争入札等参加資格者名簿（以下、資格者名簿という。）に登載

されている者であること。 

 （２）入札参加申込期限の日から落札決定の日までの間において、本市の指名停止措置を受けて

いないこと。 

   ※落札決定の日は、入札日をいう。 

 （３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、又は破産法（平成１６年法律第

７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生

法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合は、

この限りではない。 

 

２ 仕様書等に関すること。 

 （１）仕様書等の閲覧及び貸出しは次によるものとする。 

   ア 閲覧又は貸出場所   能代市総務部契約検査課 

      イ  閲覧又は貸出時間   ４時間以内 

     ウ  その他        設計図書は破いたり、汚すことのないよう十分注意すること。 

（２）仕様書等に関する質問は、次によるものとする。 

      ア 質問方法 簡易なものを除き、書面（任意様式）を作成し、原則としてファクシミリ

で送付すること。 

     イ 提 出 先 物品・委託等の業務主管課 

（３）質問に対する回答は、契約検査課において供覧を行う。又、質問があった場合は能代市の

ホームページに掲載する。 

 

３ 入札参加申込等に関すること。 

（１）入札参加申込書 

入札に参加しようとする者は、能代市物品等応募型指名競争入札参加申込書を市長に提出す

ること。 

 （２）申込書類の入手方法 

   ア 交付場所  能代市総務部契約検査課 

             電話番号 ０１８５－８９－２２２２ 

           ※能代市のホームページからダウンロードすることもできます。 

    イ 交付費用  無料 

 （３）申込書類の作成 

    申込書類の作成に当たっては、申込書類に示す注意書きを遵守すること。 

 （４）申込書類の提出及び受付 

   ア 提出方法 持参又は書留郵便によること。 

   イ 提 出 先 能代市総務部契約検査課又は二ツ井地域局総務企画課 

（５）入札参加の辞退 

    入札参加申込書等を提出した者は、当該申込書等を提出したあと落札者が決定されるまで

の間において入札参加資格を有しないこととなったときは、入札前にあっては入札辞退届を、

入札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 

 

４ 指名通知等 

 （１）指名通知 

申込書類の確認の結果、適当と認めた者に対しては、ファクシミリにより通知する。 

 （２）非指名通知 

申込書類の確認の結果、指名されなかった者に対して、能代市物品等応募型指名競争入札



 

 

非指名通知書により、理由を付して通知する。 

※ 上記（１）又は（２）の通知が入札予定日の２日前の時点でも届かない場合は、必  

ず契約検査課に問い合わせすること。  

 

５ 入札、落札決定に関する注意事項 

 （１）能代市財務規則（以下「規則」という。）、能代市物品等入札心得を遵守の上、入札に参

加すること。 

  （２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税等相当額（消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及

び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づ

く税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

当該端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約予定金額とするので、入札者は消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額か

ら消費税等相当額を除した金額を入札書に記載すること。 

（３）入札書を郵送する場合は、書留によるものとし、入札日時までに到着したもので、１枚（１

回分）とする。（ただし、原則として再度入札には参加できないものとする） 

（４）入札に参加しようとする者が、入札参加資格確認の日から落札決定の日までの間に、入札

に参加する者に必要な資格を失ったときは、その者は入札に参加することができない。既に

入札書を提出している場合、その入札書は無効とする。 

（５）落札決定から契約締結までの間において、落札者が１に掲げる要件を満たさないこととな

った場合は、当該落札者と契約を締結しないことができる。 

 

６ 契約の締結に関すること 

 （１）契約締結時期は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して７日以内とする。 

 （２）契約保証金については、規則第１２７条の規定による。 

 

７ その他必要な事項 

 （１）申込書類に係るヒアリングは実施しないが、必要と認めた場合には説明を求める場合があ

る。 

 （２）提出された申込書類は返却しない。 

 （３）申込書類の審査基準日は、入札参加申込期限の日とする。 

※新たに資格者名簿への登載を申請する場合は、仕様書等閲覧期限の日までに物品等指名競

争入札等参加資格申請書を提出しなければならない。 

 （４）履行（納入）期限は、事情により変更することがある。 

（５）契約金額は、完成検査後、請求を受けた日から３０日以内に支払う。  

※測量士等（所得税法第２０４条第１項第２号に掲げるもの）の業務に関する報酬又は料金

については、その支払の都度所得税及び復興特別所得税を源泉徴収します。  

 （６）申込書類の作成及び提出についての問い合わせ先 

          能代市総務部契約検査課 

電話番号      ０１８５－８９－２２２２ 

ファクシミリ番号  ０１８５－５４－６４６０ 



設計額　一金

　設計書及び図面のとおり

※　設置費には掲示板の保守点検費（破損時の軽微な修理等）を含みます

※　８区画用
　　足付掲示板　　　 83箇所

足無し掲示板  7箇所
予備 3箇所

代価表第１号

代価表第２号

代価表第３号

委託費合計

10.00%消費税相当額 1 式

小　　　計 1 式

諸　経　費 1 式

直接設置費計 1 式

3 箇所

7 箇所

C．掲示板（予備）

箇所
Ｂ．足無し掲示板
　　（ﾌﾞﾛｯｸ塀等）

金　　　額 備　　　　考

Ａ．足付掲示板
　　（空地等） 83

設　　　　　　　計　　　　　　　書

参議院秋田県選出議員選挙ポスター掲示場設置保守撤去等業務委託（第３工区）

円也

仕
様
概
要

細　　　　目 摘　　　　要 数量 単位 単　　価



代価表第１号 ※　８区画用

数量 単位 単価 金額

Ａ．足つき掲示板（空地等）

　１．掲示板制作費

　　木材 24×36　L=1,820（横桟） 2 本

　　木材 24×36　L=838（縦桟） 4 本

　　秋田県産杉合板 t=6㎜   1,820*910 1.25 枚

　　製作 1 箇所

　　画工料 1 箇所

小　　計　　

　２．掲示板設置費

　　木材 24×36　L=1,800（控え） 2 本

　　木材 36×45　L=900（杭） 2 本

　　木材 45×45　L=1,800（柱） 2 本

　　木材 45×45　L=1,200（杭） 2 本

　　なまし鉄線 1 式

　　掲示板設置 破損時の軽微な修理を含む 1 箇所

小　　計　　

　３．掲示板撤去費

　　掲示板撤去 1 箇所

　　掲示板運搬 処分費共 1 箇所

小　　計　　

１枚当り

細　　　目 摘　　　要 備　　　考



代価表第２号 ※　８区画用

数量 単位 単価 金額

Ｂ．足無し掲示板（ﾌﾞﾛｯｸ塀等）

　１．掲示板制作費

　　木材 24×36　L=1,820（横桟） 2 本

　　木材 24×36　L=838（縦桟） 4 本

　　秋田県産杉合板 t=6㎜   1,820*910 1.25 枚

　　製作 1 箇所

　　画工料 1 箇所

小　　計　　

　２．掲示板設置費

　　なまし鉄線 1 式

　　掲示板設置 破損時の軽微な修理を含む 1 箇所

小　　計　　

　３．掲示板撤去費

　　掲示板撤去 1 箇所

　　掲示板運搬 処分費共 1 箇所

小　　計　　

１枚当り

細　　　目 摘　　　要 備　　　考



代価表第３号 ※　８区画用

数量 単位 単価 金額

Ｃ．掲示板（予備）

　１．掲示板制作費

　　秋田県産杉合板 t=6㎜   1,820*910 1.25 枚

　　画工料 1 箇所

１枚当り

細　　　目 摘　　　要 備　　　考



 

 

参議院秋田県選出議員選挙ポスター掲示場設置保守撤去等業務委託（第３工区）仕様書 

 

○製作・設置 

１ 掲示板の製品概要 

・製品名  秋田県産杉合板 

・寸 法  厚さ6mm×長さ2,270mm×幅910mm 

・接着剤  特類（常時湿潤状態で使用されている合板に適したもの） 

 

２ 設置個所  ９０ 

 

３ 区画数  ８（２段×４列） 

区画番号の区分線の太さは、おおむね10mm 

 

４ 標題面の文面等は、別添のとおり。 

標題欄の「能代市選挙管理委員会」の右下に、設置場所一覧表に記載のナンバーを記入する。 

   記入は、油性マジックペン等の消えにくく、太字が書けるものを使用すること。 

  ナンバーは、３桁表示(例：001～099～300)とする。 

 

５ 掲示場の設置にあたっては、設置場所の状況に応じて適切な設置方法を用いること。 

また、パネルについては、設置場所に応じて適切な高さを確保すること。 

 

６ 設置完了時に、全設置場所の現場写真を添付のうえ、選管に提出すること。 

  設置完了期限 参議院秋田県選出議員選挙の公示日の前日（令和７年７月２日予定） 

 

〇謝礼品配付 

  設置又は撤去時、９０箇所中の５６箇所（見込み数。詳細契約時指示)については、設置場所の

管理者または所有者に謝礼品を配付する。謝礼品及び配付リストは選管指定場所で受領。 

 

〇保守 

設置後、撤去開始前日までに掲示場に破損等が生じた場合、補修を行う。 

    (パネルを含む。ただしポスター自体の破損は含まない。) 

 

〇撤去 

  撤去開始日   参議院秋田県選出議員選挙の翌日（令和７年７月２１日予定） 

  撤去完了期限  参議院秋田県選出議員選挙の５日後（令和７年７月２５日予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別添） 

掲示板区画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標題 

標 

題 

面 

１ ３ ５ ７ 

２ ４ ６ ８ 

 

参 議 院 秋 田 県 

選 出 議 員 選 挙 

ポ ス タ ー 掲 示 場 

 

投 票 日 
７月２０日 

 
注 意 

 

１ ポスターは、指定された

区画にはってください。 

 

２ この掲示場は、参議院秋

田県選出議員選挙の候

補者以外の方は使用で

きません。 

 

３ 掲示場をこわしたり、ポ

スターをやぶいたりす

ると罰せられます。 

 

能代市選挙管理委員会 
        ○○○ 



参議院秋田県選出議員選挙ポスター掲示場設置保守撤去等業務委託（第３工区）

※諸事情により変更される場合があります。

投票区名 投票区の区域 設置場所 設置数

第２７
字冷清水、田中谷地、鵜鳥、鵜鳥悪戸、鵜鳥川原、半戸沢、鶴
形、町後、戸草沢、姥懐、向田表、谷地上、鳥屋場、外堤、若田、
上ノ山、大台野

字鵜鳥川原１、字町後２、字鶴形２、
冷清水１ 6

第２８

二ツ井町字太田面（１～１０、１３の１、１３の６、１３の８、１３の３
１、１４～１５、１６の３、２４～）、三千苅（１～４、５ただし５の３、５の
３７を除く、１９～３３、３５の１、３５の４、３５の９）、五千苅、上野、
滑良子川端（１～３、３４、３５）、下野家後（１７２～１７６）、沢口、上
山崎（３８の４０を除く）、荷上場字鍋良子出口（５４～９５）

二ツ井町字三千苅１、字上野１、字下
野家後１、字沢口２、荷上場字鍋良
子出口１

6

第２９

二ツ井町字太田面（１２、１３の７、１３の１２、１３の１５、１３の２５、
１３の４１、１６の１、１６の６、１６の７、１７～２２）、三千苅（５の３、
５の３７、６～１７、３５の７、３５の８、３５の１１、３５の１２、３５の１
４、３９～７０、７２～７３、７８～８０、８３～９２、９４、９６、１０７）、滑
良子川端（３１の３、３９～）、比井野、下野家後（６～９１、９２の４、
９２の７、９３～９５、１００～１５８、１７７）、町尻、中坪、道上中坪、
薄井、稗川原、桜台、狐台、塚台、上台、海道上、家後、下野、下
野川端、槻ノ木、小槻ノ木、中坪道下、下稗柄、高関、山根、種字
上山崎、外面、与作沢出口、喜左エ門沢出口、鎌谷沢出口、梅内
字白岩悪戸山根、白岩新田、平成新田

二ツ井町字太田面１、比井野２、字下
野家後１、字薄井１、字稗川原１、字
上台２、字下野１、字小槻ノ木１、字
山根１、種字上山崎１、外面１、鎌谷
沢出口１、梅内字白岩新田１

15

第３０
二ツ井町小繋地区全域、麻生字下田平、綱前、大堤下、麻生、上
ノ野、下悪戸、家後

二ツ井町小繋字天神道上１、神明社
下１、麻生字綱前１、麻生字下悪戸１ 4

第３１
二ツ井町荷上場地区（字鍋良子出口５４～９５を除く）、字上山崎
（３８の４０）

二ツ井町荷上場字鍋良子出口１、柳
生２、沼尻１、町館２、グミノ木１、館
の下山根１、中島１

9

第３２ 二ツ井町種字熊野堂前、桜沢、上古館、宮ノ下、町の下、柳田 二ツ井町種字熊野堂前２、宮ノ下１ 3

第３３
二ツ井町梅内字前田、石田、梅内沢、源助田、大面、田ノ沢、川
端、梨岱、来万、様ノ下、来萬、川反、泥ノ木、常盤渡、馬子岱、岩
坂、黒瀬、大畑、小滝、窓山、種字上樋ノ口、下樋ノ口、学校前

二ツ井町梅内字前田２、源助田１、来
万１、様ノ下１、泥ノ木１、常盤渡１、
岩坂１、小滝１、種字上樋ノ口１

10

第３４

二ツ井町飛根字清水、高清水、町頭、富根、上野、新上野、前田、
富田、羽立、高田、堤下、下悪戸上段、悪戸田、羽立新田、羽立
下、中道下悪戸、新富根、新羽立、大林、新大林、駒形字出口、
家後、家前、本沢、矢崎、堤沢、塚ノ台

二ツ井町飛根字清水１、町頭１、富根
１、前田１、富田１、羽立２、羽立新田
１、中道下悪戸１、新大林１、駒形字
出口１、矢崎１

12

第３５ 二ツ井町切石地区全域、二ツ井町苅又石地区全域
二ツ井町切石字大倉２、山根３、八木
山１、苅又石字苅又石１ 7

第３６ 二ツ井町仁鮒地区（字鬼神前田、岩下を除く）
二ツ井町仁鮒字中台３、大川反２、後
山１、家後１、相善台１ 8

第３７
二ツ井町仁鮒字鬼神前田、岩下、小掛地区全域、田代地区全域、
濁川地区全域

二ツ井町仁鮒字鬼神前田１、小掛字
沢田１、後台１、金光坊落１、横渕１、
田代字胡麻木岱１、泥ノ木岱１、日陰
１、水沢１、濁川字濁川１

10

90

足付き 83
足なし 7

計 90
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